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（別紙４） 

科学者の倫理綱領・行動規範の設置状況等 
に関するアンケート調査 

 

１．貴機関は、「倫理綱領」（倫理に関する「規定」「宣言」「行動規範」「行動指針」などを含

む）を制定していますか。該当項目に○をつけてください。制定済みあるいは制定予定の

場合はその名称（複数種類ある場合はそれらすべて）を、制定（予定）年とともにお書き

ください。 

 1. 制定している
 

 2. 作成中である
 

（名称）           （制定年） 

1)              平成   年 

2)              平成   年 

3)              平成   年 
 3. 検討中である  

 

 4. 制定する予定はない  （名称）       （制定予定年） 

1)           平成   年制定予定 

 その他コメント 

 

 

 

２．貴機関において、過去 10 年間（平成８年（1996 年）以来）に構成員あるいは関係者の

科学上の不正行為の疑義が、評議会、役員会、編集委員会などで話題（問題）になったこ

とがありますか。 

 

1. ある 

 

 

2. ない 

 

 

３．上記２の質問で「1.ある」と答えた組織にお尋ねします。該当する不正行為の疑義は以

下のどれに該当する問題でしたか。それらの件数、及び、その内不正行為があったと認定

された件数をおおよそお答えください。分かる範囲で発生年も御記入ください。 

また、特記すべきことがあれば合わせてお書きください。   （発生年） 

 1. データのねつ造 (   件:内認定数  件)→ 1)平成  年，2)   年，3)   年 

 2. データの改ざん・偽造 (   件:内認定数  件)→ 1)平成  年，2)   年，3)   年 

 3. 研究の盗用、論文の剽窃 (   件:内認定数  件)→ 1)平成  年，2)   年，3)   年 

 4. プライバシーの侵害 (   件:内認定数  件)→ 1)平成  年，2)   年，3)   年 

 5. 研究資金の不正使用 (   件:内認定数  件)→ 1)平成  年，2)   年，3)   年 

 6. 論文の多重投稿 (   件:内認定数  件)→ 1)平成  年，2)   年，3)   年 

 7.その他（       ） (   件:内認定数  件)→ 1)平成  年，2)   年，3)   年 

【本件担当及び送付先】 
社団法人輿論(よろん)科学協会 

柏木、井田 
〒151-8509 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-8-6 
TEL：03-3401-1131、FAX：03-3404-0019 
e-mail：ida@yoron-kagaku.or.jp 
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４．貴機関では、倫理に関する常置委員会等を設置していますか。設置している場合、委員

会はどのような機能を果たしていますか。 

 1. いる（名称                                ） 

委員会の機能を御説明ください。 

 

 2. いない 

 3. 検討中である 

（設置予定委員会名称：                           ） 

（設置予定年：平成    年） 

 

 

５．貴機関において、科学上の不正行為の疑義が生じた場合、あるいはその申し立てがあっ

た場合に対処する組織や手続きを決めていますか。該当する項目に○をつけてください。 

検討中の場合は、その項目にも○をつけ、現状を簡単に記述ください。手続きの中立・

公平性について配慮している点があればお書きください。 

 1. 決めている（過去に対処した事例がありましたら、概要などを御説明ください。） 

 

 

 2. 決めていない 

 3. 検討中である（現状を簡単に記述ください。手続きの中立・公平性について配慮 
している点がありましたら、お書きください。） 

 

 

 上記に関する資料等がありましたら、お手数ですが、返送先へお送りください。 

なお、平成１６年５月に第１９期日本学術会議学術と社会常置委員会からの依頼による

調査「学協会の倫理綱領制定状況に関する調査」でお送りいただいた場合、また、website

に公開されている場合は、改めてお送りいただかなくても結構ですが、その旨お書きくだ

さい。 

 送付済み文書名： 

 Website（URL を記入ください）： 
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６．科学者の不正行為の疑いが生じた場合、制度に則った事実調査、審理が公正に進められ、

適切な対応が取られる一方で、被申立人、あるいはその他関係者の権利も十分保障されね

ばなりません。そこで、所属機関の裁定に対する不服の申し立ての制度の導入や組織の設

置も考えられますが、その実施については種々の問題も考えられます。これらについてど

のようにお考えになりますか、御意見をお書きください。 

 

 

 
７．その他、本問題について、貴機関として全般的なお考えがありましたらお書きください。 

 

 
ご協力ありがとうございました。 

 


